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１．人権を尊重する経営に向けた機運の高まり 

 ニュース＆トピックス No.2022-831（2022 年 10 月 18 日発刊）では、企業経営において人権対応

への注目が高まる中、政府が 2022 年９月に策定した「責任あるサプライチェーン等における人権

尊重のためのガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）の概要を紹介した。 

 本ガイドラインの「1.1 本ガイドライン策定の経緯・目的等」では、「本ガイドラインの策定に併

せて、主に企業の実務担当者に対して、人権尊重の取組の内容をより具体的かつ実務的な形で示す

ための資料を経済産業省が作成・公表することを予定しており、…（略）」ということが明記されて

いる。これに基づき、経済産業省は、2023 年４月４日に、「責任あるサプライチェーン等における

人権尊重のための実務参照資料」（以下、「実務参照資料」という。）を公表した。 

 経済産業省は、実務参照資料が多くの企業に活用されるよう、今後、周知活動に努めるとしてい

る。 

２．「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料」の概要 

 実務参照資料は、ガイドラインに沿って取組みを行う企業を対象に、まずは検討しなければなら

ない「人権方針の策定」や「人権への負の影響（人権侵害リスク）の特定・評価」について、詳細

な解説をしている。したがって、実務参照資料でカバーしている範囲は、ガイドラインで示された

人権尊重の取組みの全体像の一部となる（図表１）。併せて、負の影響の特定・評価の各ステップで

実施すると考えられる内容に関しては、別添１（参考資料）および別添２（作業シート）に示され

ている。 

                         
1 信金中央金庫 地域・中小企業研究所ホームページ（https://www.scbri.jp/reports/newstopics/20221018-
esg.html）を参照 
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 政府が 2022 年９月に策定した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイド

ライン」に基づき、経済産業省は、2023 年４月４日に、「責任あるサプライチェーン等における

人権尊重のための実務参照資料」を公表した。 

 実務参照資料は、ガイドラインに沿って取組みを行う企業を対象に、まずは検討しなければなら

ない「人権方針の策定」や「人権への負の影響（人権侵害リスク）の特定・評価」について、詳

細な解説をしている。併せて、負の影響の特定・評価の各ステップで実施すると考えられる内容

については、別添１（参考資料）および別添２（作業シート）に示されている。 

 実務参照資料を活用した取組みにおけるキーワードとして、「個社別」、「文書化」、「優先順位付

け」、「対話」等が挙げられるだろう。また、人権を尊重する経営に向けた対応は、サプライチェ

ーン上で、中小企業にも求められている。 
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 以下では、外務省が

2021 年９月に公表し

た「「ビジネスと人権」

に関する取組事例集」

（以下、「取組事例集」

という。）に掲載され

た具体例を適宜示し

ながら、実務参照資料

の内容を概説する。 

（１）人権方針の策定 

  人権方針策定の

流れは、ガイドライ

ンに示された人権

方針に求められる

要件や策定時及び

策定後の留意点を

踏まえると、図表２のとおりとなる。なお、実務参照資料で強調されているとおり、人権方針は、

策定・公表することで終わりではなく、企業全体に定着させ、その活動の中で具体的に実践して

いくことが求められる。 

（図表２）人権方針策定のプロセス 

 

（出所）「実務参照資料」３頁 

  人権方針の内容や記載ぶりは、自社の経営理念を踏まえた固有の人権方針を策定することにな

るため、各社によって異なり得る。したがって、グループ子会社であっても、自社のために親会

社の人権方針に追加的な内容を加えて策定することも考えられる2。 

  記載項目について、実務参照資料では、「位置付け」、「適用範囲」、「期待の明示」、「国際的に認

められた人権を尊重する旨のコミットメントの表明」、「人権尊重責任と法令遵守の関係性」、「自

社における重点課題」、「人権尊重の取組を実践する方法」の７つの観点から紹介している。以下

                         
2 実務参照資料では、人権方針の適用範囲について、「グループ会社にも自社の人権方針を適用する場合には、
「グループ会社」の定義を明らかにすることが望ましいと考えられます。」と明記している。 

（図表１）人権尊重の取組み全体における実務参照資料のカバー範囲 

 

（出所）「実務参照資料」２頁 
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では、実際の事例を紹介するという観点から、人権方針の策定を進めている事例等について、国

際連合で 2011 年に承認された「ビジネスと人権に関する指導原則」の要件に沿ってまとめてい

る取組事例集の記載内容を紹介する。 

１．企業の経営トップが承認していること 

（例１）経営トップからのコミットメントの発信 

 経営トップからのビデオメッセージを作成し､グループ企業が展開する全地域・国の言語

の字幕を付けて､全グループ会社にメッセージを発信 

 経営トップのコミットメントの表現手段として、人権尊重に係るグループポリシーを公表 

 毎年、社長の直筆署名入りのメッセージを発出 

（例２）経営トップや取締役会による人権方針の承認 

 人権の取組を進めていくための推進力として、経営トップが人権方針の策定を推進・承認 

 役員会議で人権方針を承認 

（例３）経営層等や関係部署の理解促進 

 人権の取組を行わないことによる将来的な機会損失の額を試算し､ビジネスへの影響を示

し､経営層や関連部署の「ビジネスと人権」の重要性の理解を促進 

２．社内外から専門的な助言を得ていること 

（例１）人権方針作成時に、指導原則や関連国連文書を考慮 

 指導原則や国際人権章典､ILO宣言､OECD多国籍企業行動指針等といった国際的な指針や取

組を考慮し､人権方針を作成 

 国際規範の文言をそのまま適用するのではなく、企業の理念・文化に応じて自社の言葉・

表現で発信 

（例２）社内関連部署との協議や外部専門家等の意見、他社の取組みを踏まえ、人権方針を策定・

改定 

 各担当部門が人権課題への理解を深めながら､社内横断の体制を構築し、人権方針を策定 

 外部専門家からの助言やステークホルダーとの対話を通じ､人権方針を策定・改定 

 国内の他社の事例や、欧米金融機関等の取組や開示情報を参考に策定 

３．従業員、取引先及び、製品やサービス等に直接関与する関係者に対する人権配慮への期待を

明記すること 

（例）人権方針に従業員、取引先等に対する期待を表明 

 従業員の人権だけでなく､サプライチェーンを含めた人権尊重への対応といった観点を盛

り込んだ人権方針を策定 

 取引先行動指針の中には､児童労働や強制労働の禁止などを求め､二次サプライヤーに対

しても､指針の理解を促進するような対応を求めている。 

４．一般公開され、全ての従業員や、取引先、出資者、その他関係者に向けて周知されているこ

と 

（例）ホームページでの公表や研修を通じた、社内外への周知 

 人権研修（新入社員・管理職研修、全従業員を対象とした Eラーニングを含む。）における

周知や、人権啓発ハンドブック、人権方針の解説書を作成・配布 

 社外講師を招き、経営層等を対象に、人権に関する講習会を実施 

 海外の合弁パートナーやサプライヤーに対して研修・説明会を実施 
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５．企業全体の事業方針や手続きに反映されていること 

（例１）企業経営戦略・企業活動方針等に反映 

 「人権」を企業にとっての重要課題（マテリアリティ）の一つとして位置付け 

 グループ企業の社員に対し周知されている既存の行動規範に、新たに人権に関するコミッ

トメントを盛り込み、グループ全体への浸透を図る。 

 人権配慮の必要性、人権の尊重を、調達方針や、取引先との調達基準書、約款に盛り込む。 

（例２）社内体制の構築 

 社内において「ビジネスと人権」の推進に係る方針等について議論する体制を設置 

 人権リスクが存在し得る領域について、それぞれ方針やリスク低減のためのマネジメント

システム（社内体制及びプロセス／仕組み）を整備 

 人権を含むサステナビリティ課題に関する取組について、定期的に、経営層に報告を実施 

 人権研修（新入社員・管理職研修、全従業員を対象とした E ラーニングを含む。）の実施 

 

（２）負の影響（人権侵害リスク）の特定・評価 

  企業が人権デュー・デリジェンス（以下、「人権ⅮⅮ」という。）に取り組む第一歩として、ガ

イドラインを踏まえると、自社・グループ会社、サプライヤー等における人権侵害リスクを確認

し、当該リスクの評価を行うことが求められる。 

  実務参照資料では、特定・評価の進め方として、「ステップ① リスクが重大な事業領域を特

定」、「ステップ② 負の影響（人権侵害リスク）の発生過程の特定」、「ステップ③ 負の影響（人

権侵害リスク）と企業の関わりの評価及び優先順位付け」が示されている（図表３）。また、すべ

てのプロセスにおいて、従業員、取引先、消費者、投資家等を含むさまざまなステークホルダー

との対話が求められている。なお、作業にあたって、実務参照資料と同時に提供された別添１（参

考資料）および別添２（作業シート）を活用することは有用だろう。 

（図表３）負の影響の特定・評価の進め方 

 

（出所）「実務参照資料」７頁 
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  以下では、実際の事例を紹介するという観点から、（１）と同様に、取組事例集の記載内容を紹

介する。 

人権への悪影響の特定 

（例１）第三者・外部専門家の参加による高リスク分野・地域・重点課題の特定 

 関連部署や外部専門家を交えて、人権リスクアセスメント（人権リスクの特定）を実施し、

リスクが高い事業分野を特定 

 独立したコンサルタントや専門家が必要に応じて現地調査も行いつつ、リスクを特定 

 第三者が参加した上で、リスクマッピングを実施。高リスクの分野を特定 

 先進企業の事例や、NGO、コンサルティング会社の意見を踏まえ、重要課題を特定 

 「ビジネスと人権」の考え方が理解されていない中での人権課題の洗い出しは難しいと考

え、外部専門家も交え、インタビューを実施しつつ、グループ全体のリスク評価やリスク

の特定を実施 

 全事業における人権課題につき、グループ会社に分析を依頼。深刻度（人権への影響度）

と、当該リスクの自社（依頼元）とのつながりの両面から点数付けを行い、人権リスクに

おける重点課題を特定 

 海外コンサルタント会社のデータを活用してリスク評価を行い、リスクの高い課題や国・

地域を明確化 

（例２）国際基準や人権関連情報等をもとにした人権課題の特定 

 世界人権宣言、ILO 国際労働基準、OECD 多国籍企業行動指針といった国際基準から、人権

課題のリストを作成。ビジネスモデルやステークホルダーとの接点等も考慮してリスクを

マッピング 

 案件所在国の法規制や世界銀行等の国際機関の基準に基づき、リスクを特定 

 各種の報道等に基づき顕著な人権課題として「技能実習生を始めとする外国人労働者の人

権リスク」を特定 

 国際 NGO が保有するデータベースから人権リスクに関するデータを抽出し、自社の知見も

活かしてリスク分析を実施 

 サプライヤーに対して、国際 NPO が提供する情報プラットフォームによるリスク評価を実

施 

（例３）高リスクと特定された分野への重点的な監査 

 高リスクと判明した国・地域を対象に現地の事業会社のアセスメントを実施。本社担当者

が現地を訪問 

 リスクがあるとされた地域に駐在経験を持つ社員へのインタビューを行う等、現地の実際

の取組や現地特有の事情等について調査を実施 

 リスクに応じたアセスメントを実施し、高リスクとされたサプライヤーには、更に訪問監

査も実施 

 独自の基準に基づきハイリスクと特定された案件については、より深くデュー・デリジェ

ンスを実施 

 取引先に対して CSR 監査を実施。監査の結果、一定以下の結果となった場合、再監査を実

施 
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 なお、実務参照資料の「第１ 本資料の位置付け」で強調されているとおり、企業が人権尊重の

取組みをするにあたって、本資料は、「記載のとおりにやらなければならない」、あるいは「記載事

項だけをやっておけばよい」という趣旨のものではない。 

３．中小企業にも求められる「人権尊重経営」 

 以上を総括すると、実務参照資料を活用した取組みにおけるキーワードとして、「個社別（グルー

プ会社であっても自社固有の追加的な人権方針を策定等）」、「文書化（国際文書への指示等を記載

等）」、「優先順位付け（より重大なリスクのある事業領域から取り組む等）」、「対話（懸念の聴取等）」

等が挙げられるだろう。 

 実務参照資料の「第３」の冒頭に、「本章では、多くの中小企業をはじめ、これまで人事ⅮⅮを行

ったことがない企業を主たる対象に、…（略）」という表現があるとおり、人権を尊重する経営に向

けた対応は、中小企業にも求められているといえよう。 

 経団連ＳＤＧｓ本部は、公表資料（「「ビジネスと人権」に関する経団連の取組み」）の中で、「人

権デュー・デリジェンスはどこまでやれば十分か」という問いに対して、「どこまでやれば十分か、

明確な線引きはできない」という回答を示している。したがって、自社の事業にとってのマテリア

リティ（重要課題）から人権への負の影響を判断するにあたっては、杓子定規ではない柔軟性のあ

る姿勢が求められるだろう。 

                                        以 上 
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